
下
仁
田
厚
生
病
院
か
ら
の

お
知
ら
せ

町
営
し
ら
か
ば
団
地

入
居
者
募
集

大
雪
に
よ
る
住
宅
損
壊
に

対
す
る
助
成
に
つ
い
て

第
１８
回「
群
馬
銀
行
環
境

財
団
賞
」募
集
の
お
知
ら
せ

Ｊ
Ｉ
Ｃ
Ａ
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

「
体
験
談
＆
説
明
会
」開
催

　

１０
月
の
小
児
科
は
、乳
幼
児

検
診
の
た
め
、２４
日（
金
）・３１
日

（
金
）午
後
、医
師
が
不
在
に
な

る
時
間
が
あ
り
ま
す
。

※
小
児
科
の
診
療
日
は
、月
曜

日
、水
曜
日
、金
曜
日
で
す
。

▽
問
合
せ
先　

下
仁
田
厚
生
病

院
☎
８２
ー
３
５
５
５（
内
線
１
３

２
）

▽
住
宅
種
別　

公
営
住
宅

▽
募
集
戸
数　

２
戸（
昭
和
５４

年
度
建
設　

１
戸
、昭
和
５５
年

度
建
設　
１
戸
）

▽
間
取
り　

２
階
建
､
和
室
３

Ｄ
Ｋ 　

約
６０
㎡

▽
家
賃　

１
３
、３
０
０
円
〜
２

１
、２
０
０
円
の
間（
所
得
に
応

じ
て
算
出
）

▽
駐
車
場　

１
台　

月
額
１
、

６
２
０
円 

▽
共
益
費　

浄
化
槽
管
理
費

　

月
額
１
、３
０
０
円

▽
資
格　

所
得
制
限
、扶
養
親

族
用
件
等

▽
敷
金　

家
賃
の
３
カ
月
分

▽
受
付
日
時　

１０
月
１
日（
水
）

〜
１０
日（
金
）　

平
日
午
前
８
時

３０
分
〜
午
後
５
時
１５
分

▽
入
居
予
定　

１０
月
下
旬

募
集
戸
数
よ
り
も
申
込
者
が

多
い
場
合
は
抽
選
に
な
り
ま

す
。

▽
提
出
す
る
も
の　

申
込
書
、

入
居
者
全
員
の
所
得
証
明
書

等（
平
成
２５
年
分
）、納
税
証
明

書
、そ
の
他
状
況
に
よ
り
必
要

な
書
類

▽
問
合
せ
･
申
込
先

産
業
振
興
課　

土
木
管
理
係

☎
６４
ー
８
８
０
７

　

５
月
３０
日
ま
で
に
役
場
で
交

付
申
請
を
し
た
方
は
、工
事
が

終
了
次
第
、お
早
め
に
完
了
実

績
報
告
書
を
役
場
へ
提
出
し
て

く
だ
さ
い
。

※
添
付
書
類（
工
事
後
の
写
真・

領
収
書
の
写
）が
必
要
で
す
の
で

ご
注
意
く
だ
さ
い
。

▽
問
合
せ・申
請
先　

産
業
振
興
課
土
木
管
理
係　

☎
６４
ー
８
８
０
７（
直
通
）

▽
募
集
テ
ー
マ

（
１
）自
然
環
境
や
生
態
系
を
守

る
た
め
の
身
近
な
実
践
活
動
、

研
究
、提
案
な
ど
。

（
２
）低
炭
素・循
環
型
社
会
づ

く
り
に
向
け
た
身
近
な
実
践
活

動
、提
案
な
ど
。

▽
応
募
資
格　

群
馬
県
内
の
営

利
を
目
的
と
す
る
事
業
活
動

を
行
わ
な
い
法
人・団
体（
学
校

を
除
く
）な
ら
び
に
個
人
。

※
前
回
受
賞
か
ら
５
年
を
経
過

し
た
既
受
賞
者
も
応
募
を
可
と

し
、再
受
賞
で
き
ま
す
。

▽
財
団
賞
の
表
彰
内
容

表
彰
式
を
開
催
し
、助
成
金
と

し
て
１
先
２０
万
円（
７
先
以
内
）

を
贈
呈
し
ま
す
。

▽
応
募
方
法　
「
応
募
用
紙
」

に
ご
記
入
の
う
え
、左
記
の
宛
先

へご
送
付
く
だ
さ
い
。

応
募
用
紙
は
、当
財
団
の
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
し
て
い

た
だ
く
か
、ま
た
は
事
務
局
に

電
話
に
て
ご
請
求
く
だ
さ
い
。

▽
応
募
締
切　

平
成
２６
年
１２

月
５
日（
金
）

▽
応
募・問
合
せ
先　

〒
３
７
１
ー
０
８
４
６　

前
橋
市
元
総
社
町
１
７
１
ー
１

公
益
財
団
法
人　

群
馬
銀
行

環
境
財
団　

事
務
局　

松
田

☎
０
２
７
ー
２
５
５
ー
６
１
６
０

　

Ｊ
Ｉ
Ｃ
Ａ
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
制

度
や
内
容
に
つ
い
て
説
明
会
を

行
い
ま
す
の
で
、お
気
軽
に
ご
参

加
く
だ
さ
い
。

●
高
崎
会
場

▽
日
時　

１０
月
４
日（
土
）１４
時

か
ら
１６
時
ま
で

▽
場
所　

高
崎
市
役
所　
２
階

　

２１
会
議
室

●
前
橋
会
場

▽
日
時　

１０
月
１１
日（
土
）１４
時

か
ら
１６
時
ま
で

▽
場
所　

群
馬
県
庁　

２９
階

　
２
９
１
会
議
室

▽
参
加
費　

無
料

▽
申
込
方
法　

当
日
会
場
へ
お

越
し
下
さ
い
。

▽
問
合
せ
先　

Ｊ
Ｉ
Ｃ
Ａ
青
年

海
外
協
力
隊
事
務
局　

募
集

課　
　

☎
０
３
ー
５
２
２
６
ー

９
８
１
３

■下仁田町役場
■保健センター
■下仁田町公民館
■下仁田厚生病院
■荒船の湯
■ふるさとセンター
■下仁田町自然史館
■防災無線電話応答サービス

82-2111
82-5490
82-3535
82-3555
60-6004
82-5345
70-3070
82-4433

☎
☎
☎
☎
☎
☎
☎
☎
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17 下仁田町役場　☎０２７４－８２－２１１１（代表）

下
仁
田
町
屋
外
広
告
物

条
例（
案
）に
対
す
る

意
見
を
募
集
し
ま
す
。

訓
練
生
募
集

（
１２
月
入
所
生
）

「
西
上
州
の
旨
い
も
ん

観
光
市
」
が
開
催
さ
れ
ま
す
！

　

町
で
は
、「
町
民
み
ん
な
で
の

ぞ
む
下
仁
田
の
景
観
」を
目
指

し
、良
好
な
景
観
の
形
成
を
推

進
す
る
た
め
、下
仁
田
町
屋
外

広
告
物
条
例（
案
）を
作
成
す

る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。今
回
、

条
例（
案
）の
縦
覧
を
次
の
と
お

り
行
い
ま
す
の
で
、町
民
の
皆
さ

ん
か
ら
の
意
見
を
募
集
し
ま

す
。

▽
縦
覧
期
間　

１０
月
１７
日（
金
）

〜
１０
月
３１
日（
金
）　

午
前
８
時

３０
分
〜
午
後
５
時
１５
分（
土・日

曜
日
を
除
く
）

▽
縦
覧
場
所　

産
業
振
興
課
ま

た
は
町
ホ
ー
ムペ
ー
ジ

▽
提
出
期
限　

１０
月
３１
日（
金
）

（
必
着
）

▽
提
出
方
法　

任
意
の
様
式
に

意
見
と
住
所・氏
名
を
記
入
し
、

直
接
ま
た
は
郵
送
、Ｆ
Ａ
Ｘ
の
い

ず
れ
か
の
方
法
で
提
出
し
て
く

だ
さ
い
。電
話
や
口
頭
で
の
受
け

付
け
は
で
き
ま
せ
ん
。

・直
接
の
場
合

土・日
曜
日
を
除
く
、午
前
８
時

３０
分
〜
午
後
５
時
１５
分
に
、産

業
振
興
課
土
木
管
理
係
へ
持
参

・郵
送
の
場
合

役
場
産
業
振
興
課
土
木
管
理

係（
〒
3
7
0
ー
2
6
0
1

大
字
下
仁
田
6
8
2
）

・Ｆ
Ａ
Ｘ
の
場
合

82
ー
5
7
6
6（
産
業
振
興
課

土
木
管
理
係
）

▽
意
見
の
取
扱
い　

意
見
の
概

要
を
取
り
ま
と
め
、個
人
情
報

を
除
い
て
後
日
、産
業
振
興
課

お
よ
び
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
公
開

し
ま
す
。（
個
別
回
答
は
し
ま
せ

ん
。）

▽
問
合
せ
先　

産
業
振
興
課
土

木
管
理
係
☎
６４
ー
８
８
０
７

　

高
崎
市
山
名
町
の
職
業
訓

練
校
で
訓
練
生
を
募
集
し
ま

す
。授
業
料
は
無
料
。求
職
中

で
就
職
を
希
望
す
る
方
が
対
象

で
す
。詳
細
は
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を

ご
覧
く
だ
さ
い
。

▽
募
集
訓
練
コ
ー
ス　

１２
月
生

（
就
活
力
向
上
講
習
付
７
ケ
月

訓
練
）

・C
A
D
／
N
C
技
術
科

・機
械
加
工
エ
ン
ジ
ニ
ア
科（
若
年

者
向
け
コ
ー
ス
）

・
電
気
設
計
技
術
科（
若
年
者

向
け
コ
ー
ス
）

▽
募
集
期
間　
９
月
２９
日（
月
）

〜
１０
月
３１
日（
金
）

▽
申
し
込
み　

各
公
共
職
業
安

定
所

▽
問
合
せ
先　
（
独
）高
齢・障

害・求
職
者
雇
用
支
援
機
構　

ポ
リ
テ
ク
セ
ン
タ
ー
群
馬　

訓

練
課
☎
０
２
７
ー
３
４
７
ー
３

７
３
６

※
毎
週
火
曜
日
１３
時
よ
り
見

学
会
を
実
施
し
て
い
ま
す
。親

子
で
の
参
加
も
可
能
。（
申
し
込

み
不
要
）

▽
日
時　

１０
月
２５
日（
土
）午
前

１０
時
〜
午
後
４
時

▽
会
場　
ハ
イ
ウ
ェ
イ
オ
ア
シ
ス

ら
ら
ん
藤
岡（
藤
岡
市
）

▽
内
容　

西
上
州
地
域
の
お
す

す
め
観
光
ス
ポ
ッ
ト
や
物
産・グ

ル
メ・体
験
企
画
な
ど
を
紹
介
し

ま
す
。西
上
州
の
ご
当
地
キ
ャ
ラ

も
大
集
合
し
て
観
光
市
を
盛
り

上
げ
ま
す
。

▽
申
込
み　

不
要

▽
問
合
せ
先　

西
上
州
観
光
連

盟
事
務
局（
高
崎
市
観
光
課
）

☎
０
２
７
ー
３
２
１
ー
１
２
５
７

当
日
は「
に
ゃ
く
っ
ち
」も
参
加

し
ま
す
。

期　日　１２月２１日（日）
行き先　東京ディズニーランド
対象者　県内在住の母（父）子家庭の母（父）と子（高校生以下）及び寡婦
参加費（バス代・パスポート代・保険料含む）
　　　大人（非会員）　　　　　　　　７，５００円
　　　母（父）子会員・中・高校生・寡婦　 ７，０００円
　　　幼児・小学生　　　　　　　　　５，０００円
　　　３歳以下の乳幼児　　　　　　  １，０００円
主　　催　一般財団法人群馬県母子寡婦福祉協議会
集合場所　富岡市役所・ららん藤岡・高崎駅東口　ほか
申込方法　往復はがきに住所・電話番号・参加者全員の氏名・年齢（学年）・希望乗車地及び東京ディズニーランド参
　　　　　加希望と記入（１１月２８日必着）
申込み・問合せ先
〒３７１－０８４３　前橋市新前橋町１３－１２群馬県社会福祉総合センター内５階
一般財団法人群馬県母子寡婦福祉協議会　☎０２７－２５５－６６３６

「東京ディズニーランドツアー」参加者募集
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期
限
ま
で
に

「
扶
養
親
族
等
申
告
書
」を

提
出
し
ま
し
ょ
う

　

老
齢
年
金
は
所
得
税
法
で「
雑
所
得
」と
な
り
、課
税
の
対
象
と
な
る

た
め
、年
金
額
か
ら
各
種
控
除
を
差
し
引
い
た
残
り
の
金
額
を
基
に
、

税
金
が
課
税
さ
れ
ま
す
。

　

ま
た
、次
の
方
に
つ
い
て
は
、源
泉
徴
収（
年
金
を
支
給
す
る
際
に
税

金
を
天
引
き
）の
対
象
と
な
り
、「
扶
養
親
族
等
申
告
書
」（
ハ
ガ
キ
）が

10
月
下
旬
か
ら
11
月
上
旬
に
か
け
て
日
本
年
金
機
構
か
ら
送
付
さ
れ

ま
す
の
で
、必
要
事
項
を
記
入
し
、期
限
ま
で
に
必
ず
提
出
し
て
下
さ

い
。

○
65
歳
未
満
で
１
０
８
万
円
以
上
の
年
金
を
受
け
て
い
る
人

○
65
歳
以
上
で
１
５
８
万
円
以
上
の
年
金
を
受
け
て
い
る
人

※
こ
の
申
告
書
を
提
出
し
な
い
と
、扶
養
控
除
や
障
害
控
除
等
が
受
け

ら
れ
ず
、税
金
が
多
く
源
泉
徴
収
さ
れ
て
し
ま
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
の

で
、忘
れ
ず
提
出
し
ま
し
ょ
う
。

　

な
お
、障
害
年
金
や
遺
族
年
金
に
は
税
金
が
課
税
さ
れ
ま
せ
ん
の

で
、こ
れ
ら
を
受
給
し
て
い
る
方
に
は「
扶
養
親
族
等
申
告
書
」は
送
ら

れ
ま
せ
ん
。

問
い
合
わ
せ
先

高
崎
年
金
事
務
所　

お
客
様
相
談
☎
0
2
7‐3
2
2‐7
7
5
3

ね
ん
き
ん
ダ
イ
ヤ
ル　

☎
0
5
7
0‐0
5‐1
1
6
5

犬の登録と予防注射の日程をお知らせします
【すでに登録が済んでいる犬】
　持参する物
　町から送付された通知ハガキ
　愛犬手帳　注射料金（３,4００円）

【まだ登録をしていない犬】
　持参する物
　登録・注射料金（登録料金：３,０００円　注射料金３,4００円）
　※登録する旨、係員まで申し出てください。

犬の登録と毎年一回の狂犬病の予防注射は狂犬病予防法により規定されております。
忘れず行うようにお願いいたします。

月　日

１０月26日（日）

対象地区

全地区

実施場所

保健センター駐車場

時間

９：００～１０：００

あなたのペットがご近所から好かれるためには

問い合わせ　健康課環境係（下仁田町保健センター内）　☎８２－５４９０

【飼い主としての心がけ！】
●周りに迷惑や危害を及ぼさない気配りと、しつけ
が必要です。      

●ご近所の人がすべて犬・猫が好きとは限りません。
そんな方々からも理解されるよう、責任を持って
飼いましょう。     

●家族の一員として、終生飼いましょう。      
      
【犬はつないで飼いましょう！】      
●犬の放し飼いは、条例で禁止されています。
●散歩させるときも、引き綱などでつなぎましょう。

【犬の登録と狂犬病予防注射を必ず行いましょ
う！】
●鑑札や注射済票は、迷子になったときに役に立ち
ます。きちんと登録し、その年の注射済票を必ず
首輪につけましょう。      
      
【排泄をしつけましょう！】      
●うんち・おしっこは専用トイレ等、決まった場所で
させましょう。      
●散歩中にうんちをしたときは必ずきちんと片づ
け、持ち帰りましょう。        


